
パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ 

令和３年 12 月 27 日 

内 閣 官 房 

（新しい資本主義実現本部事務局）

消 費 者 庁 

厚 生 労 働 省 

経 済 産 業 省 

国 土 交 通 省 

公 正 取 引 委 員 会 

（略） 

２．価格転嫁円滑化に向けた法執行の強化 

（略） 

（２）独占禁止法の適用の明確化【公正取引委員会】

下請代金支払遅延等防止法（昭和 31 年法律第 120 号。以下「下請代金法」

という。）の適用対象とならない取引（※）についても、労務費、原材料費、

エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は、私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」

という。）の「優越的地位の濫用」に該当するおそれがあることを公正取引

委員会は明確化し、周知徹底する。 

（※）資本金要件を満たさない取引（例：資本金２億円の企業と資本金 1,500 万円の企

業の取引）や、売買などの委託以外の取引、自家使用する役務を委託する取引（「事

業者が業として行う提供の目的たる役務の提供」の委託） 

（略） 

９．関係機関の体制強化 

優越的地位の濫用に関する執行を強化するため、公正取引委員会に「優越的

地位濫用未然防止対策調査室」を新たに設置するとともに、体制強化を図る。

【公正取引委員会】

（略） 

参考 


